
別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

占用物件 単位 占用料 占用物件 単位 占用料

電柱 ３，８００円 電柱 ３，７００円

支柱 ３，８００円 支柱 ３，７００円
電柱 電柱

支線柱 １，８００円 支線柱 １，７００円

支線 ７４０円 支線 ７３０円

１本につき１年電話柱 ２，２００円 １本につき１年電話柱 ２，２００円

支柱 ３，１００円 支柱 ３，０００円
電話柱 電話柱

支線柱 １，７００円 支線柱 １，６００円

支線 ７４０円 支線 ７３０円法第３２条 法第３２条
その他の柱類 ２２０円 その他の柱類 ２２０円第１項第１ 第１項第１

号に掲げる 号に掲げる共架電線その他上空に設ける 共架電線その他上空に設ける
２２円 ２２円工作物 工作物線類 線類長さ１メートル 長さ１メートルに

につき１年 つき１年地下電線その他地下に設ける 地下電線その他地下に設ける
１４円 １３円

線類 線類

変圧塔その他これに類するも 変圧塔その他これに類するも
４，４００円 ４，３００円

の及び公衆電話所 の及び公衆電話所１個につき１年 １個につき１年
郵便差出箱及び信書便差出箱 １，９００円 郵便差出箱及び信書便差出箱 １，８００円

占用面積１平方 占用面積１平方
その他のもの メートルにつき ４，４００円 その他のもの メートルにつき１ ４，３００円

１年 年

外径が０．０７メートル 外径が０．０７
９２円

未満のもの メートル未満のも ９０円
の外径が０．０７メートル
外径が０．０７以上０．１０メートル未 １４０円

改正後 改正前

　
　
　
　　　藤井寺市道路占用料条例の一部を改正する条例
　藤井寺市道路占用料条例（昭和34年条例第38号）の一部を次のように改正する。
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満のもの メートル以上０．
１３０円

外径が０．１０メートル １０メートル未満

以上０．１５メートル未 ２００円 のもの

満のもの 外径が０．１０

外径が０．１５メートル メートル以上０．
２００円

以上０．２０メートル未 ２７０円 １５メートル未満

満のもの のもの

外径が０．２０メートル 外径が０．１５水 長さ１メートル 水管、下 長さ１メートルに
以上０．３０メートル未 ４００円 メートル以上０．法第３２条 管 につき１年 法第３２条 水道管、 つき１年 ２６０円
満のもの ２０メートル未満第１項第２ 、 第１項第２ ガス管等

号に掲げる 下 のもの
外径が０．３０メートル 号に掲げる

物件 水 外径が０．２０以上０．４０メートル未 ５３０円 物件
道 メートル以上０．満のもの ３９０円

３０メートル未満管
外径が０．４０メートル

のもの、
以上０．７０メートル未 ９２０円

外径が０．３０ガ
満のもの

メートル以上０．ス
５１０円

４０メートル未満
外径が０．７０メートル管

のもの
以上１．００メートル未 １，４００円

外径が０．４０

等

メートル以上０．

満のもの

９００円
７０メートル未満

外径が１．００メートル
２，７００円

のもの

以上のもの

外径が０．７０

マンホールその他これに類す
１，４００円

メートル以上１．

るもの

１，３００円
００メートル未満

法第３２条第１項第３号及び第４号に掲げる

のもの

４，４００円占用面積１平方

外径が１．００

施設
メートルにつき

法 第 ３ 上空に設ける通路 ２，２００円
１年

２ 条 第 地下に設ける通路 １，４００円

改正後 改正前
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１ 項 第 メートル以上のも ２，６００円
５ 号 に の

その他のもの ４，４００円
マンホールその他これに類す

掲 げ る
１，３００円

るもの
施設

法第３２条第１項第３号及び第４号に掲げ
占用面積１平方 ４，３００円

る施設

占用面積１平方

メートルにつき１

法 第 ３ 祭礼、縁日その他の催しに際し、

法第３２条 上空に設ける通路 ２，２００円

メートルにつき ４４円

年

２ 条 第 一時的に設けるもの

第１項第５

１日

地下に設ける通路 １，３００円

１ 項 第

号に掲げる

６ 号 に 占用面積１平方

その他のもの ４，３００円施設

掲 げ る その他のもの メートルにつき ４４０円
施設

占用面積１平方

１月

祭礼、縁日その他の催しに際
メートルにつき１ ４３円法第３２条 し、一時的に設けるもの

表示面積１平方

日

看 板

第１項第６

一時的に設けるもの メートルにつき ４４０円

号に掲げる

（ ア ー

占用面積１平方

１月

施設

チ で あ

その他のもの メートルにつき１ ４３０円

道 路 法

月

る も の 表示面積１平方
施 行 令

表示面積１平方

を 除

一時的に設けるも

その他のもの メートルにつき ４，４００円

看 板 メートルにつき１ ４３０円

（ 昭 和

の

く。）

（アーチ

１年

月
であるも

２ ７ 年

表示面積１平方

標識 １本につき１年 ３，５００円

の を 除

政 令 第

その他のもの メートルにつき１ ４，３００円く。）

祭礼、縁日その他の

年

４ ７ ９

道路法施行

催しに際し、一時的 １本につき１日 ４４円

標識 １本につき１年 ３，４００円

号 。 以 旗ざお

令（昭和２

に設けるもの

祭礼、縁日その他

下 「 政

７年政令第

令 」 と

の催しに際し、一 １本につき１日 ４３円

その他のもの １本につき１月 ４４０円

旗ざお４７９号。

い

時的に設けるもの

祭礼、縁日その他の その面積１平方

以 下 「 政

う 。 ）

その他のもの １本につき１月 ４３０円

催しに際し、一時的 メートルにつき ４４円
第 ７ 条 に設けるもの １日

幕第 １ 号
その面積１平方

に 掲 げ
その他のもの メートルにつき ４４０円

る物件
１月

改正後 改正前
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車道を横断するもの ４，４００円 令 」 と い
アーチ １基につき１月

その他のもの ２，２００円
祭礼、縁日その他 その面積１平方う。）第７
の催しに際し、一 メートルにつき１ ４３円

占用面積１平方
条第１号に

政令第７条第４号に掲げる工事用施設及び同
メートルにつき ４４０円

時的に設けるもの 日

条第５号に掲げる工事用材料
掲げる物件

１月
幕

その面積１平方

１メートル又は ４４０円
その他のもの メートルにつき１ ４３０円

その他のもの １平方メートル 以内の額
月

につき１月
車道を横断するも

４，３００円
のアーチ １基につき１月
その他のもの ２，２００円

占用面積１平方
政令第７条第４号に掲げる工事用施設及び

メートルにつき１ ４３０円
同条第５号に掲げる工事用材料

月

１メートル又は１
４３０円以内の

その他のもの 平方メートルにつ
額

き１月

改正後 改正前
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